
証券コード：3030

開催時間及び場所が前年と異なっておりますので、
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、
お間違えのないようご注意願います。

株式会社ハブ

第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役２名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

決議事項
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2020年５月 27日（水曜日）
午前10時00分（午前９時00分開場）

日時

東京都千代田区神田練塀町３
富士ソフト秋葉原ビル５Ｆ
アキバホール

場所

第 22 期 定時株主総会

招集ご通知

 1
 3
 6
 17
 26

株主総会にご出席の株主さまへのお土産はご用意
しておりませんので、ご理解賜りますよう何卒
よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルスによる感染症が懸念されて
おります。
株主総会へのご出席に際しましては、株主総会
開催日現在の国内の感染状況やご自身の体調を
お確かめのうえ感染防止にご配慮いただき、
ご来場賜りますようお願い申し上げます。
また、株主総会会場において、感染防止のため
の措置を講じる場合がありますので、ご協力
賜りますようお願い申し上げます。

2020年04月28日 13時52分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 1 ―

証券コード 3030
2020年５月12日

株 主 各 位
東京都千代田区外神田三丁目14番10号
株 式 会 社 ハ ブ
代 表 取 締 役 社 長 太 田 剛

第22期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第22期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、2020年５月26日（火曜日）午後７時までに到着するようご返送いただきた
くお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2020年５月27日（水曜日）午前10時00分
〔午前９時00分開場〕

2. 場 所 東京都千代田区神田練塀町３
富士ソフト秋葉原ビル５Ｆ アキバホール
（開催時間及び場所が前年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場
ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。）

3. 目的事項
報告事項 第22期（2019年３月１日から2020年２月29日まで）事業報告及び計算書

類報告の件
決議事項
議 案 第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役２名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
◎事業報告、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.pub-hub.co.jp）に掲載させていただきます。
◎株主総会にご出席の株主さまへのお土産はご用意しておりません。
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新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染防止のため、株主様の安全を第一に考え、株主総会を開催させて
いただきます。
株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にもご
留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。
① ご来場なさらずに議決権を行使して頂く方法として、同封の議決権行使書面のご利用も
ご検討をお願い申し上げます。

② ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、来場を見合わせ
ることをご検討いただきますようお願い申し上げます。

③ 議場受付にアルコール消毒液を設置いたします。ご入場の際には消毒液とマスクの着用
について、ご協力をお願い申し上げます。

④ 議場受付にて非接触型体温計による検温のご協力をお願いする場合がございます。37.5
度以上の発熱が確認された場合はご入場の制限等をさせていただきます。

⑤ 議場内にて体調不良とお見受けされる株主様には、運営スタッフよりお声がけさせてい
ただく場合がございます。

⑥ 株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な席数が確保できない可能性がございま
す。

⑦ 今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、下記のウェブサイ
ト内においてお知らせいたします。 https://www.pub-hub.co.jp
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への還元を重要課題として認識し、配当原資確保のための収益力を強化
し、内部留保資金を確保しつつ、配当性向30％を目安とする業績に連動した配当を行うこと
を基本方針としております。
しかしながら、昨今の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が経済に与える影響は大き
く、当社を取り巻く環境は今後も厳しい状況が続くものと想定されます。本来であれば配当性
向30％を目安に株主の皆様に還元すべきところでございますが、現時点においては、手元資
金を確保しておくことで不測の事態が生じた場合の経営と雇用の安定化に備えることが株主共
通の価値観につながるものと考え、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円
総額 77,091,280円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年５月28日
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　第２号議案 取締役２名選任の件
経営体制の一層の強化を図り、また経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一

　層の強化を図るため取締役２名の選任をお願いするものであります。
　 なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の
　満了する時までとなります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

候補者の有する
当社の株式数

1
つち や まさつぐ

土屋 雅嗣
(1975年５月27日生)

1999年４月 当社 入社
2009年３月 当社 経営企画室長（現経営企画部長）
2010年３月 当社 ＨＵＢ事業部長（現店舗運営部長）
2017年３月 当社 管理本部長（現任）

6,100株

2
にし の としたか

西野 敏隆
(1965年12月27日生)

1989年４月 和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
1997年２月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）

出向
1999年５月 和光証券株式会社復帰
2000年５月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
2005年12月 マネックス証券株式会社出向
2007年10月 みずほ証券株式会社復帰
2009年４月 同社 公開引受部シニアマネジャー
2017年10月 同社 公開引受部次長
2018年11月 同社 退職
2019年６月 株式会社サイバーコア社外取締役（現任）
2019年７月 Eye to I コンサルティング開業代表（現任）

－株

（注） 1．取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．西野敏隆氏は社外取締役候補者であります。

　 3．社外取締役候補者の選任理由について
西野敏隆氏は、長年証券会社で新規上場等の公開引受業務に携わり、その専門的な

　 知識や豊富な経験をもとに、独立した立場から経営全般に助言いただくことで、当
　 社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の機能を強化できるものと判断したため、
　 社外取締役として選任をお願いするものであります。
　 4．西野敏隆氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。
　 5．西野敏隆氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に関する
　 責任について、定款の規定に基づき法令が規定する額を責任限度額とする責任限定契
　 約を締結する予定であります。
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　第３号議案 監査役１名選任の件
　 監査役浦一馬氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願い
　するものであります。
　 また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次の
　とおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

候補者の有する
当社の株式数

き むら ともあつ

木村 公篤
(1958年８月19日生)

1982年４月 ソニー株式会社入社
1988年１月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会

社）入行
1989年６月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀

行）入行
2005年２月 同行 経理部長
2006年４月 ロイヤルマネジメント株式会社取締役副社長
2007年１月 ロイヤルホールディングス株式会社執行役員経理部

長
2011年３月 同社 取締役経理部長
2013年１月 同社 取締役財務企画部長
2019年３月 同社 常務取締役財務企画部長（現任）

－株

（注）1．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．木村公篤氏は社外監査役候補者であります。

　 3．社外監査役候補者の選任理由について
木村公篤氏は、ロイヤルホールディングス株式会社の常務取締役財務企画部長であ
り、これまで培ってきた豊富な経験と知識を有しており、経営全般の監視と有効な
助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

　 4．木村公篤氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項
に関する責任について、定款の規定に基づき法令が規定する額を責任限度額とする
責任限定契約を締結する予定であります。

以 上
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（添付書類）

事 業 報 告
（2019

2020
年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで）

1. 会社の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、当初の企業収益や雇用環境の改善により緩やかな景
気回復基調が続いていた状況から一変、年明け以降新型コロナウイルスの世界的な感染拡
大の影響により、先行きが全く見通せない状況となりました。
　「中期経営計画(2019年度～2021年度)」の初年度となる当事業年度におきまして、当
社は経営方針を「ＴＲＹ ～更なる可能性への挑戦～」と定め、従来とは異なる新たな取
り組みに挑戦し、その挑戦を通じ当社の更なる可能性を全社一丸となって引き出すことに
注力してまいりました。そのひとつの成果として、今期日本で開催されました世界的ラグ
ビーイベントにおきまして、１年前より準備を開始いたしましたプロジェクトチームの取
り組み等が奏功し多くの訪日外国人観光客にご来店いただくことができました結果、９月
及び10月の既存店売上高前年比におきまして、２ヵ月連続で120％を超える業績をあげ
ることができました。
　店舗につきましては、2007年にオープンした「８２浜松町店」がおかげさまで大変多
くのお客様にご来店いただいておりますことから、その同ビル２階に「ＨＵＢ浜松町店」
を、また、日本初となるスタジアム内英国風ＰＵＢ、当社初となる九州地方の店舗とし
て、店舗規模が通常の２倍超の大型店舗「ＨＵＢ福岡 ヤフオク!ドーム店」（2020年２月
29日より「ＨＵＢ福岡ＰａｙＰａｙドーム店」に改称）を出店いたしました。さらに、
英国風ＰＵＢの理想形の追求と「ＨＵＢ」「８２」両ブランドのより一層の認知度向上を
図り、それぞれの魅力を兼ね備えたコラボレーション店舗として「ＨＵＢ+８２池袋ＷＡ
ＣＣＡ店」「ＨＵＢ+８２渋谷ＰＡＲＣＯ店」を実験的に出店いたしました。その他、既
存エリアの更なるドミナント構築を図り、東京渋谷に「ＨＵＢ渋谷３号店」、大阪梅田に
「ＨＵＢ ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店」「ＨＵＢ梅田東通り店」を出店し、当事業年度末現在
における店舗数は114店舗となりました。
　また、これら新規出店とは異なり、客席を持たない売店施設を明治神宮野球場内及び楽
天生命パーク宮城内に出店し、野球ファンに対する当社店舗の認知度向上を図った取り組
みを今期より実施いたしました。
　当事業年度におきましては、新規出店店舗の運営コスト増、ラグビーイベント期間中の
台風による休業（関西及び九州の15店舗を除く96店舗が休業）、第４四半期会計期間の忘
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年会需要の減少及び新型コロナウイルス感染拡大防止の気運の高まりからくる予約キャン
セル等の影響が大きく、売上高は12,052百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は710
百万円（前年同期比10.1％減）、経常利益は718百万円（前年同期比9.7％減）、当期純利
益は470百万円（前年同期比11.4％減）となりました。

(2) 対処すべき課題
今後の外食産業におきましては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が経済活動に

与える影響は計り知れず、非常に厳しい経営環境が続くものと予想されます。
　このような状況の中、当社は不要不急のコストカットに加え経費項目ひとつひとつを洗
い出し、見直しをかける取り組みを全社的に実施いたします。
また、営業面については、お客様・従業員の安全に配慮し「３密」防止対策を行うとと
もに、ランチメニューの拡充さらには、創業以来手掛けたことのないテイクアウト・通信
販売といった分野の新たな事業にも積極的に取り組むことにより、売上、利益の早期回復
に全社一丸となって尽力してまいります。

(3) 設備投資の状況
ＨＵＢブランド５店舗（浜松町店、福岡ＰａｙＰａｙドーム店、渋谷３号店、ＬＩＮＫ
Ｓ ＵＭＥＤＡ店、梅田東通り店）及びコラボレーション２店舗（ＨＵＢ+８２池袋ＷＡ
ＣＣＡ店、ＨＵＢ+８２渋谷ＰＡＲＣＯ店）を新設いたしました。
　なお、設備投資の総額は、当事業年度中に完成した店舗及び既存店の改装を含め
761,470千円となりました。

(4) 資金調達の状況
該当事項はありません。

(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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(8) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（9）財産及び損益の状況の推移

年 度
区 分

2016年度
（第 19 期）

2017年度
（第 20 期）

2018年度
（第 21 期）

2019年度
（第 22 期）
（当事業年度）

売 上 高（千円） 10,217,014 10,986,880 11,550,158 12,052,970
経 常 利 益（千円） 764,457 780,123 796,191 718,838
当 期 純 利 益（千円） 496,539 497,688 531,154 470,713
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 44円08銭 44円19銭 47円16銭 41円94銭
総 資 産（千円） 5,114,280 5,611,529 5,903,137 5,940,165
純 資 産（千円） 3,467,369 3,833,527 4,218,220 4,259,001
１ 株 当 た り 純 資 産 額 307円85銭 340円36銭 374円52銭 386円72銭

（注）1. １株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額
は自己株式数を控除した期末発行済株式数により算出しております。

2. 当社は、2017年６月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。これに伴い、
第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額
を算定しております。

（10）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

③ その他
当社のその他の関係会社であるロイヤルホールディングス株式会社は、当社の株式
3,249,000株（議決権比率29.50％）を保有しております。当社とロイヤルホールディ
ングス株式会社には、記載すべき取引関係はありません。

（11）主要な事業の内容（2020年２月29日現在）
当社は英国風ＰＵＢ事業等を営んでおります。

2020年04月28日 13時52分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 9 ―

（12）主要な事業所及び店舗（2020年２月29日現在）
① 本社 東京都千代田区外神田三丁目14番10号
② 店舗
都道府県 名 称 店舗数

宮 城 県 仙台名掛丁、仙台一番町四丁目、仙台マーブルロード 3店

東 京 都

渋谷、渋谷２号、渋谷３号、HUB+82渋谷PARCO、渋谷センター街、渋谷道玄
坂、恵比寿、原宿、代々木西口、※渋谷宮益坂、新宿南口、新宿歌舞伎町、東京オ
ペラシティ、高田馬場、高田馬場駅西、新宿区役所通り、新宿西口大ガード、※新
宿三丁目、※新宿西口大ガード、新宿靖国通り、西武新宿駅前、四谷しんみち通
り、池袋東口、池袋西口公園、池袋東口店ANNEX、池袋西口、池袋サンシャイン
通り、HUB+82池袋WACCA、市ヶ谷、日比谷、※神田、秋葉原、チョムチョム
秋葉原、※AKIBA TOLIM、神田東口、御茶ノ水、飯田橋東口、六本木、六本木２
号、※品川、※赤坂、※三田、※浜松町、浜松町、外苑前、新橋、新橋銀座口、神
谷町、浅草、上野、上野しのばず通り、上野昭和通り、銀座コリドー、※築地、八
重洲、※東銀座、東京ドームシティ ラクーア、北千住、ロッテシティホテル錦糸
町、※ロッテシティホテル錦糸町、五反田西口、※五反田西口、蒲田西口、吉祥
寺、吉祥寺南口、中野南口、八王子、町田、立川南口

69店

神 奈 川 県 川崎、※関内、Colette・Mare みなとみらい、慶應日吉、横浜鶴屋町、
横浜西口、リッチモンドホテル横浜駅前、※横浜西口、新横浜、相模大野、藤沢 11店

千 葉 県 新浦安、柏西口、千葉富士見、海浜幕張、船橋、津田沼 6店
埼 玉 県 所沢プロペ通り、大宮東口、大宮西口、川口 4店
愛 知 県 名古屋栄錦通り、名古屋伏見、名駅、名駅四丁目 4店
京 都 府 四条烏丸、京都ヨドバシ、三条木屋町 3店

大 阪 府
なんばダ・オーレ、なんば戎橋、心斎橋、梅田茶屋町、梅田茶屋町アプローズ、
東梅田、梅田東通り、LINKS UMEDA、北新地、中之島フェスティバルプラザ、
あべのキューズモール、京阪京橋

12店

兵 庫 県 三宮ムーンライトビル 1店
福 岡 県 福岡PayPayドーム 1店

合 計 114店

（注）８２ブランドには、店名に※印を付しております。

（13）従業員の状況（2020年２月29日現在）
従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平均勤続年数

316名（1名減） 32.6歳 7.7年
（注）上記従業員のほかに、臨時雇用者725名（月間所定労働時間換算による期中平均人員）を雇用しております。
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（14）主要な借入先の状況（2020年２月29日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 12,000千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 6,000千円
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 6,000千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 5,616千円

2. 会社の株式に関する事項（2020年２月29日現在）
（1）発行可能株式総数 35,280,000株
（2）発行済株式の総数 11,013,040株（自己株式 252,260株を除く）
（3）株主数 6,642名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率
ロ イ ヤ ル ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 3,249,000株 29.50％
株 式 会 社 久 世 1,098,000株 9.97％
み の り ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 830,000株 7.54％
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 600,000株 5.45％
日 本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 423,800株 3.85％
高 野 慎 一 246,000株 2.23％
ハ ブ 社 員 持 株 会 191,000株 1.73％
ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 120,400株 1.09％
太 田 剛 114,300株 1.04％
武 井 信 達 114,200株 1.04％

（注）持株比率は自己株式（252,260株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況

該当事項はありません。
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（2）当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項（2020年２月29日現在）
（1）取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 太 田 剛 －
取 締 役 井 上 泉 佐 営業管掌 兼 店舗開発室長
取 締 役 高 見 幸 夫 管理管掌

取 締 役 黒 須 康 宏 ロイヤルホールディングス株式会社
代表取締役社長（兼）ＣＥＯ

取 締 役 今 野 誠 一 株式会社ＧＯＯＤ ａｎｄ ＭＯＲＥ
代表取締役社長

常 勤 監 査 役 石 塚 義 一 －

監 査 役 浦 一 馬 ロイヤルホールディングス株式会社
取締役（監査等委員）

監 査 役 網 谷 充 弘

一橋綜合法律事務所
パートナー弁護士
スタンレー電気株式会社
社外監査役
株式会社シグマクシス
社外取締役

（注）1. 取締役黒須康宏氏及び今野誠一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役浦一馬氏及び網谷充弘氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 菊地唯夫氏は、2019年５月22日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退
任いたしました。

4. 黒須康宏氏は、2019年５月22日をもって新たに取締役に就任いたしました。
5. 監査役浦一馬氏は、ロイヤルホールディングス株式会社の経理部門における長年の職務経験があり、
財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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6. 当社は、取締役今野誠一氏及び監査役網谷充弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し届け出ております。

7. 2020年３月１日付の組織変更及び人事異動に伴い、取締役井上泉佐氏の担当が営業管掌となりまし
た。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役黒須康宏氏及び今野誠一氏、並びに当社と社外監査役浦一馬氏及び網
谷充弘氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が
定める額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役がその職務を行う

にあたり善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。

（3）取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ６名
（うち社外 ３名）

56,340千円
（ 4,200千円）

監 査 役 ３名
（うち社外 ２名）

14,280千円
（ 4,200千円）

合 計 ９名
（うち社外 ５名）

70,620千円
（ 8,400千円）

（4）社外役員に関する事項
① 社外役員の主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会出席状況 監査役会出席状況
出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 黒須康宏 10回中10回 100.0%
取締役 今野誠一 14回中14回 100.0％
監査役 浦 一馬 　14回中14回 100.0％ 　13回中13回 100.0％
監査役 網谷充弘 　14回中14回 100.0％ 13回中13回 100.0％
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・取締役会及び監査役会における発言状況
1.取締役黒須康宏氏及び今野誠一氏は、取締役会において議案審議等に必要な発言を
適宜行っております。
2.監査役浦一馬氏及び網谷充弘氏は、取締役会及び監査役会において議案審議等に必
要な発言を適宜行っております。

② 重要な兼職先と当社との関係
　取締役黒須康宏氏は、ロイヤルホールディングス株式会社代表取締役社長（兼）ＣＥ
Ｏを兼務しております。監査役浦一馬氏は、ロイヤルホールディングス株式会社取締役
(監査等委員)を兼務しております。
　ロイヤルホールディングス株式会社は当社株式3,249,000株を保有する大株主であり
、当社のその他の関係会社であります。当社と株式会社ＧＯＯＤ ａｎｄ ＭＯＲＥ、
一橋綜合法律事務所、スタンレー電気株式会社及び株式会社シグマクシスとの間に特別
な関係はありません。

5. 会計監査人の状況
（1）監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,800千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、(2)の金額にはこれらの合計額を記
載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認、
検討いたしました結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められる場合
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は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の独立
性や信頼性等において問題があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解
任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行する
ための行動規範として、「企業行動指針」を制定する。その徹底を図るため、社長を内部
統制総括責任者とし、総務担当部門においてコンプライアンスの取り組みを統括し、同部
門を中心に役職員教育等を行う。内部監査部門は、社内のコンプライアンスの状況を監査
する。取締役会は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努め
る。
また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、従業員が直接情報提
供できる体制として社内通報システムを整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行
う。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報（議事録、稟議書等）を文書
または電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、
必要に応じていつでもこれらの文書等を閲覧できる。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、安全、衛生、品質及び情報等に係るリスクについて
は、それぞれの主管部門にて、規則規程及びガイドラインの制定、マニュアルの作成・配
布及び研修の実施等を行い、全社的なリスク状況の監視及び対応は、総務担当部門が統括
する。内部監査部門は、社内のリスク管理の状況を監査する。取締役会は定期的にリスク
管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るととも
に、それに基づいた中期経営計画及び年度経営計画を策定する。
月次業績を含む職務の進捗状況について、その結果を迅速にデータ化し、経営会議及び
取締役会にて定期的にレビューし、目標未達の要因分析とその改善を促すことにより、効
率的な業務遂行体制を確保する。
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（5）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。監

査役から監査業務に必要な事項の命令を受けた当該使用人は、その命令に関して取締役及
び所属上長の指揮命令を受けない。

（6）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす
事項、内部監査の状況、社内通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役との協議
により決定する。

（7）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、経営会議をはじめとする社内の主要な会議に出席し、監査役として必要な場
合は意見を述べることができる。また、内部監査部門及び会計監査人と連携し相互の意思
疎通、情報交換その他により、実効的な監査体制を確立する。

（8）財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制
財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用
及び評価の基本方針書（基本計画書）」に基づき、必要な体制の整備及び運用を行い、そ
の有効性を定期的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告する。

（9）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業活動にも悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団
体に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を排除すること、それらの行動を助
長するような行為を行わないことを基本方針とする。

7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（1）　取締役会を月１回開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催しており、当期においては

14回開催いたしました。取締役会では、重要な経営事項についての決定、月次業績及び
各業務執行取締役が担当する職務執行状況の報告を実施し、取締役の職務執行の適法性の
確保、適正性及び効率性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外取締役が常時在籍
しております。

（2）　監査役会を毎月開催し、各監査役は監査に関する重要事項の決議、報告、協議を行って
おります。また、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席や稟議書等の閲覧によ
り業務執行の状況を把握することで監査の実効性を確保しております。さらに、内部監査
部門及び会計監査人との緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど情報交換
を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
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（3）　前年度の監査状況を踏まえ作成した内部監査計画に基づき、法令、定款及び社内規程へ
の準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正等の防止に役立てるとともに、経営の合理化及び効
率化の促進を図り、業務監査、会計監査、店舗監査及び内部統制監査を実施しておりま
す。

（4）　すべての役職員等が法令等を遵守し高い倫理性を保持して業務を遂行する体制を確立
し、当社の適正な事業運営と健全な発展を図ることを目的として「コンプライアンス規
程」を策定しております。また、具体的な行動指針を明示するため「コンプライアンスガ
イドブック」を作成するとともに、コンプライアンスへの理解を深め健全な職務執行を行
う環境を整備するため「コンプライアンス講習」を実施しております。

（5）　従来より継続してお取引先様との契約書に反社会的勢力排除に関する記載を盛り込むと
ともに、新規お取引先様に対しては、反社会的勢力に該当するか否かについて調査を実施
するなど、反社会的勢力排除に努めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率は表示桁未満を四捨五入して表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2020年２月29日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工具、器具及び備品
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権

投資その他の資産
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
保 険 積 立 金
差 入 保 証 金

（ 5,940,165）
（ 2,007,825）

1,580,685
74,532
90,028
163,646
58,133
40,798

( 3,932,340）
（ 2,416,374）

　2,033,815
256,335
118,922
7,301

（ 36,211）
34,652
1,558

（ 1,479,754）
80

73,858
192,246
77,187

1,136,382

（負 債 の 部） （ 1,681,164）
流 動 負 債 （ 1,392,399）
買 掛 金 260,468
１年内返済予定の長期借入金 29,616
リ ー ス 債 務 43,825
未 払 金 246,191
未 払 費 用 369,149
未 払 法 人 税 等 150,000
未 払 消 費 税 等 92,351
賞 与 引 当 金 149,116
そ の 他 51,680

固 定 負 債 （ 288,764）
リ ー ス 債 務 77,941
長 期 未 払 金 4,000
資 産 除 去 債 務 206,823
（純 資 産 の 部） （ 4,259,001）

株 主 資 本 　（ 4,259,001）
資 本 金 （ 631,793）
資 本 剰 余 金 （ 195,393）
資 本 準 備 金 195,393
利 益 剰 余 金 （ 3,705,364）
利 益 準 備 金 8,162
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,697,202
繰 越 利 益 剰 余 金 3,697,202

自 己 株 式 （ △273,550）
資 産 合 計 5,940,165 負債及び純資産合計 5,940,165
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損 益 計 算 書
（2019

2020
年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 12,052,970

売 上 原 価 3,201,551

売 上 総 利 益 8,851,419

そ の 他 の 営 業 収 入 67,320

営 業 総 利 益 8,918,740

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,207,989

営 業 利 益 710,750

営 業 外 収 益

受 取 利 息 37

雑 収 入 11,574 11,612

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,268

自 己 株 式 取 得 費 用 256 3,524

経 常 利 益 718,838

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 5,775

減 損 損 失 16,173 21,948

税 引 前 当 期 純 利 益 696,890

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 235,722

法 人 税 等 調 整 額 △9,545 226,176

当 期 純 利 益 470,713
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（2019

2020
年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式資 本
準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他
利 益
剰余金 利 益

剰余金
合 計繰 越

利 益
剰余金

当 期 首 残 高 631,793 195,393 195,393 8,162 3,384,171 3,392,333 △1,300
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △157,682 △157,682 ―
当 期 純 利 益 ― ― ― ― 470,713 470,713 ―
自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △272,250
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 313,031 313,031 △272,250
当 期 末 残 高 631,793 195,393 195,393 8,162 3,697,202 3,705,364 △273,550

（単位：千円）
株 主 資 本 合 計 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 4,218,220 4,218,220
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △157,682 △157,682
当 期 純 利 益 470,713 470,713
自己株式の取得 △272,250 △272,250
当 期 変 動 額 合 計 40,781 40,781
当 期 末 残 高 4,259,001 4,259,001
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品………………最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産………………………定率法（1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については定額法）によってお
ります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８～15年
工具、器具及び備品 ３～６年

（リース資産を除く）

（2）無形固定資産………………………定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基づいております。

（3）リース資産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資
産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
によっております。

（4）長期前払費用………………………定額法によっております。
3. 引当金の計上基準

賞与引当金…………………………従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事
業年度負担額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理………………税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日に基

2020年04月28日 13時52分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 21 ―

　 づく「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年
　 ３月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方
　 法に変更しております。

（貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額………… 3,413,738千円
（減損損失累計額が含まれております。）

（損益計算書に関する注記）
　当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 金額

店舗設備 東京都
（３店）

建物 11,162千円

その他 5,010千円

合計 16,173千円
　当社は、英国風ＰＵＢ事業における店舗の資産を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位
としております。
　当該店舗は、周辺地域の経済環境の変化や競合店の出店等の影響により業績が低迷しており、
今後、回復の見込みがないため減損損失を認識いたしました。
　なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッ
シュ・フローがマイナスのため、無いものとして評価しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式 11,265,300株 ―株 ―株 11,265,300株
合 計 11,265,300株 ―株 ―株 11,265,300株

2. 自己株式の数に関する事項
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株式の種類 当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式 2,260株 250,000株 ―株 252,260株
合 計 2,260株 250,000株 ―株 252,260株

（注）自己株式の増加250,000株は、2020年１月14日の取締役会決議による自己株式の取得によるものであ
ります。

3. 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2019年５月22日
定時株主総会 普通株式 157,682千円 14円 2019年２月28日 2019年５月23日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総 額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2020年５月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 77,091千円 ７円 2020年２月29日 2020年５月28日

（注）(2)の配当金の総額は、2020年５月27日開催予定の定時株主総会において決議を予定しております。

4. 当事業年度末における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 45,629千円
減価償却費 2,755千円
減損損失 15,593千円
資産除去債務 63,287千円
値引経費見積り額 21,081千円
未払事業税 16,602千円
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一括償却資産 9,036千円
その他 46,781千円

繰延税金資産計 220,769千円
評価性引当額 △3,981千円
繰延税金資産合計 216,787千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △24,541千円

繰延税金負債合計 △24,541千円
繰延税金資産の純額 192,246千円

（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、主に店舗の新規出店等の設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入及びリ
ースにより調達しております。一時的な余資は短期的な預金等で運用しており、デリバティ
ブを含む投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
差入保証金は、主に店舗の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスク
に晒されております。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判
定を行うとともに、店舗開発担当部門が定期的に取引先の信用状態を調査することによりリ
スクの軽減を図っております。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算
日後５年以内であります。
また借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作成し、更新

することにより流動性リスクを管理しております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた
め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年２月29日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 1,580,685 1,580,685 ―
（2）差入保証金 1,136,382 1,134,724 △1,657

資産計 2,717,067 2,715,409 △1,657

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

（1）現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

（2）差入保証金
差入保証金の時価については、合理的に見積った期間でその将来キャッシュ・フローの合
計額を決算日現在の国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内
現金及び預金 1,580,685 ―

合計 1,580,685 ―

差入保証金については、償還期日を明確に把握できないため償還予定額に含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 386円72銭
１株当たり当期純利益 41円94銭
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（重要な後発事象に関する注記）
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う日本政府による緊急事態宣言や自治体からの
自粛要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月４日から５月６日まで全店
臨時休業を行っており、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性がありま
す。なお、今後の状況を鑑み休業期間は変更となる可能性も充分認識し、財務基盤を構築して
おりますが、現段階で当該影響額を合理的に算定することは困難であります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本計算書類中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率は表示桁未満を四捨五入して表示しております。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年４月14日
株 式 会 社 ハ ブ

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 野 洋 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 口 泰 広 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハブの2019年３月１日から2020
年２月29日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細

書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年３月１日から2020年２月29日までの第22期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年４月14日

株式会社 ハブ 監査役会
常勤監査役 石 塚 義 一 ㊞
社外監査役 浦 一 馬 ㊞
社外監査役 網 谷 充 弘 ㊞

以 上
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<メ モ 欄>
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株主総会会場ご案内図
会 場：東京都千代田区神田練塀町３

富士ソフト秋葉原ビル５Ｆ アキバホール
電話番号 (050)3000－2741
開催場所が前年と異なりますので、お間違えのないよ
うお願い申し上げます。

会場最寄駅
・ＪＲ線 秋葉原駅 中央改札口より徒歩２分
・つくばエクスプレス線 秋葉原駅 Ａ３出口より徒歩１分
・東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 ２番出口より徒歩３分

新型コロナウイルスによる感染症が懸念されております。
株主総会へのご出席に際しましては、株主総会開催日現在の国内の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ
感染防止にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願
い申し上げます。
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